
　4月から、児童福祉部門を担う養育支援課と母子保健部門を担う保健所・各保健相談
所がより一体的に連携し、「こども家庭センター」としてすべての妊産婦、子育て世代、
こどもへ包括的な支援を提供していきます。また、区内8か所の子ども家庭支援セン
ター（愛称：みずべ）とも連携しな
がら、育児不安の軽減などの支援
を行っていきます。詳細は区HP
をご覧ください。
問養育支援課養育支援係 
　☎03-3647-4408 
　 FAX03-3647-7534

　親子で身近な自然と触れ合いながらゆったり楽しく過ごせる居場所
「外遊び型みどりの子育てひろば」が区内3公園で始まります。無料です
ので、当日は直接公園へ気軽にお立ち寄りください。
対乳幼児（0歳～未就学児）と保護者

問施設保全課水辺と緑の事務所☎03-5683-5581 FAX03-5683-5585

場所 深川公園 豊洲公園 南砂三丁目公園

日程
4/14・21・28 
5/12・19・26 
いずれも月曜

4/9・16・23・30 
5/7・14・21・28 
いずれも水曜

4/10・17・24 
5/8・15・22 
いずれも木曜

時間 9：30～13：30

子育て・教育 このほかの記事は10面こうとうインフォメーションに掲載

　養育環境にさまざまな事情を抱えたこどもたちの生活や
学習をサポートするボランティア「児童家庭支援士」を募集
しています。養成講座を受講して活動してみませんか。
日5月30日～6月27日の金曜（全5回）18：00～20：30、
8月1日～29日の金曜（全5回）14：00～16：30
場東陽区民館
対区内在住・在勤で、保育士、教員、看護師、社会福祉士など、
こどもに関わる資格がある方、またはその養成学校に所属し
ている学生　※全回参加できる方
定20人程度（申込順）
内江東区の子育て支援施策、こどもの気持ちに寄り添うこと、
発達障害のこどもの理解、活動についての配慮と留意点　ほか
申4月5日㈯～26日㈯（必着）に往復はがきに10面申込記入
例の①～④と⑤年齢⑥職業⑦資格⑧応募動機を記入し、
〒136-0076南砂3-14-1-101 南砂子ども家庭支援センター
へ ☎03-5617-7772 FAX03-5617-7773

こども家庭センターのご案内

児童家庭支援士養成講座
こどもたちの自立をサポートしませんか

春の「外遊び型みどりの子育てひろば」が
始まります！

新庁舎の建設に向けて、新庁舎整備推進室・新庁舎整備推進課を新設
問新庁舎整備推進課新庁舎整備推進担当（区役所4階1番）
　☎03-3647-7561 FAX03-3647-7568

危機管理課の危機管理係を防災危機管理係へ変更
問危機管理課防災危機管理係（区役所隣防災センター4階1番）
　☎03-3647-9382 FAX03-3647-9651

地域防災、自主防災組織・避難所支援推進のため、地域防災担当課長を
新設。防災課を防災計画課へ変更。災害対策係を地域防災係へ変更
問防災計画課地域防災係（区役所隣防災センター4階1番）
　☎03-3647-9587 FAX03-3647-8440

保護第一課および保護第二課に保護第五係を新設
問保護第一課保護第五係（区役所2階24番福祉事務所）
　☎03-3647-4788
　 FAX03-3647-4917
　保護第二課保護第五係（大島4-5-1総合区民センター1階福祉事務所）
　☎03-3637-2710
　 FAX03-3683-3722

保健予防課のコロナワクチン管理係をワクチン管理係へ変更
問保健所保健予防課ワクチン管理係（東陽2-1-1健康センター2階）
　☎03-3647-8638
　 FAX03-3647-8647

4月から  区の組織を一部変更

キッズ

　保護者の病気・出張・出産・育児疲れなどでこどもの養育が一時的にできない場合に、宿泊を伴っ
てこどもを預かる協力家庭員を募集します。研修を受講して、地域で子育て世帯をサポートしませ
んか。

対次の要件をすべて満たす方
◦25歳以上で心身ともに健全である
◦自宅が家族構成に応じた適切な広さがある
◦�保育士、教員、看護師、社会福祉士のいずれかの資格があるか、都の養育家庭・フレンドホーム登録

者、または区長が認める養育者の資格がある
◦自身を補助できる成人の同居者がいる　など
※詳細は区HPをご覧ください
研修について
日6月6日～20日の金曜（全3回）18：00～20：30、8月8日～22日の金曜（全3回）14：00～16：30
※講師の都合で日程が変更になる可能性があります
場東陽区民館
申4月25日㈮までに養育支援課養育支援係（区役所8階1番）に電話・窓口で
☎03-3647-4408 FAX03-3647-7534

こどもショートステイ事業協力家庭員を募集
地域で子育てを支え合おう　

こどもショートステイ事業の概要

実施場所 協力家庭員の自宅

対象児童 1歳～中学3年生

定員 1世帯あたり原則1人（兄弟姉妹を同時に預かる場合などは最大4人まで）

利用日数 1回の利用で最長6泊7日

内容 食事の提供、身の回りの世話、保育所・学校への送迎など

　4月から区の組織を一部変更します。主な変更は次のとおりです。

政策経営部 生活支援部

総務部（危機管理室）

健康部（保健所）

連�携

こども家庭センター

児童福祉部門
（養育支援課）

母子保健部門
（保健所・各保健相談所）

4 令和7年（2025年）4月1日号4

性的指向やジェンダーアイデンティティに関する悩みや不安などご相談ください。LGBT等の方だけでなく、家族や職場、支援者の方も相談できます
電話相談（予約不要）毎月第3木曜　17：00～20：00　☎03-3647-1171 面接相談（来所またはオンライン・要予約）毎月第2火曜　17：00～20：00LGBT等相談


